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(社)全国ビルメンテナンス協会 

平 成 1 9 年 1 月 2 5 日 

 

社会保障審議会年金部会 

パート労働者の厚生年金適用に関するワーキンググループによるヒアリング事

項に対する回答 

 

Ⅰ パート労働者の就業実態等 

１．年齢構成について 

 (社)全国ビルメンテナンス協会は、ビルメンテナンス業界の実態と現況、及び今後の動

向等を把握することを目的として、全国の加盟企業に対して、調査事業所の概況、経営状

況、労務状況、地区本部別事業活動データ及び企業経営(抱える問題点と今後の展望)等に

ついて、毎年実態調査を行っている。 

 当該調査において、ビルメンテナンス業常勤従業員の職業別・年令別従業員数について

は把握しているが、パート労働者については職業別人数及び割合のみ把握し、年齢別につ

いては把握していない。 

 しかしながら、常勤従業者の年齢別構成は高年齢者の割合が高い(50～59 才(36.2％)、60

～64 才(18.0％)65 才以上(9.6％))ことからパート労働者についても年令別従業員数の割合

は常勤従業員と同様な傾向であるものと推測している(資料１参照)。 

２．週所定労働時間の分布 

 (社)全国ビルメンテナンス協会が、会員企業 3,157 社に対してアンケート調査(平成 18

年 10月末現在)を実施した結果、非常勤労働者のうち、週30時間以上就労している者94,352

人、週 25 時間以上 30 時間未満就労している者 85,797 人、週 20 時間以上 25 時間未満就労

している者 127,588 人、週 20 時間未満の就労者 200,730 人で合計 508,467 人と推計される

(資料２参照)。 

３．勤続期間の分布 

 調査把握していない。 

４．賃金の分布 

 実態調査において、ビルメンテナンス業においてパート労働者数の 78.9％、(清掃業では

62.8％)を占める清掃業における平成 18 年 6 月時点の全国平均賃金(時給)は 766 円となっ

ている(資料 1及び３参照)。 

５．パート労働者であっても正社員に近い取扱いを行っている場合があるか、及びそ

の区分の基準等 

 大半の企業において、パート労働者に対しても有給休暇を付与し、交通費(実費)を支給

しており、厚生年金及び健康保険以外での福利厚生面での区分は行っていない。 
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Ⅱ 企業への影響（財務面、事務面） 

１．財務面 

 パート労働者に関するアンケート調査（平成 18 年 10 月末現在）結果及び第 37 回実態調

査結果を基に、厚生年金へのパート労働者加入拡大に伴う負担増の試算結果は、次のとお

りである（資料４参照）。 

（１）パート労働者及び企業等の負担増額 

①労働時間が週20時間以上30時間未満の非常勤労働者への加入が義務づけられた場合

の負担増額は、 

 1)非常勤労働者１人当たりの年間負担額は、72,902 円 

 2)会員企業全体の業界年間負担増額は、15,556,193 千円 

 3)会員企業１社当たりの年間負担増額は、4,927,524 円 

②労働時間が週25時間以上30時間未満の非常勤労働者への加入が義務づけられた場合

の負担増額は、 

 1)非常勤労働者１人当たりの年間負担額は、80,192 円 

 2)会員企業全体の業界年間負担増額は、6,880,233 千円 

 3)会員企業１社当たりの年間負担増額は、2,179,357 円 

 

（３）会員企業の営業利益に対する保険料負担割合 

 第 37 回実態調査によれば、平成 17 年度の会社全体の年商（ビルメンテナンス業以外の

売上を含む）は平均 17 億 5,700 万円となっている。また、総年商に占めるビルメンテナ

ンス業務の売上げ比率（ビルメン専業率）をみると、年商規模 10～20 億円未満の規模で

は71.0％となっていることから、会員企業平均のビルメンテナンス業に限定した年商は、

12 億 4,747 万円と推計される。 

 一方、平成 17 年度の会社全体の総収入（ビルメンテナンス業以外の売上を含む）に占

める営業利益率は 2.8％となっているが、年商規模 12 億円～24 億円規模における営業利

益率は 2.6％となっていることから、会員企業平均のビルメンテナンス業に限定した平成

17 年度の営業利益は 3,243 万円と推計できる。 

 

 以上のことから、厚生年金へのパート労働者加入拡大に伴う会員企業の負担は、平均の

会社でみると、次のとおり極めて厳しいものとなるものと推察される。 

①週 20 時間以上 30 時間未満労働するパート労働者が加入とした場合の営業利益に対す

る割合は 15.2％となり、 

②週 25 時間以上 30 時間未満労働するパート労働者が加入とした場合の営業利益に対す

る割合は 6.7％となるものと推計できる。 
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 更に、実態調査結果平成 17 年度の営業利益率の分布状況を見ると、赤字の企業が 17.6％

あるほか、利益率 2.0％未満の企業で全体の 40％強(0.1～1.0％未満が 12.5％、1.0～2.0

未満が 15.4％)を占めている。このため、パート労働者への年金対象が拡大され、保険料の

負担が増加すると赤字企業の赤字幅は増大し、収益率の低い企業は赤字へ転落するものと

考えられる。このように、ビルメン業における 30％以上の企業の存亡に係わる大きな問題

である。 

 

２．企業への影響（事務面） 

 ビルメンテナンス業においては、パート労働者の割合が常勤労働者の割合より多いこと

から、賃金から保険料を徴収する事務にも業務量を要することとなる。 

 

Ⅲ 雇用への影響 

 非常勤労働者の割合が常勤労働者の割合より多いビルメンテナンス業界では、保険料の

負担が増大することは、企業の存亡にかかわる大きな問題であることから、非常勤労働者

の削減や厚生年金の対象外(週 20 時間未満)へシフトすることを模索するものと考えられる。

このため、雇用労働者にとっては経営者から解雇や労働時間の削減など雇用調整の該当者

にされるのではないかと、常時不安を抱いて就労する日々を迎えるなど雇用への影響は多

大となる。 

 

Ⅳ 適用拡大についての団体内における認識 

 厚生年金の被保険者資格の範囲を拡大して短時間就労の非常勤労働者についても適用す

ることは、パート労働者を多数雇用しているビルメンテナンス業の殆どの企業にとって、

今後の影響について大変憂慮しているところである。パート労働者の多数雇用は、我が国

の失業者等救済の施策に合致するものであり、ビルメンテナンス業界は社会的貢献の一つ

だと考え積極的に導入してきた。 

 ビルメンテナンス業は、労働集約型産業であり雇用労働者約 89 万 4 千人、うち非常勤労

働者が約 50 万 8千人で 56.9％を占めている。 

 近年の経済情勢を反映して、大半の企業が売上高・収益率とも低下している。こうした

極めて厳しい経済社会情勢の中で、非常勤労働者の厚生年金加入への適当拡大が図られる

と、ビルメンテナンス業の各社は、経営基盤の脆弱な中小企業が殆どであり、経営者が受

ける打撃は極めて甚大である。 

 

Ⅴ パート労働者の意識・意見 

 調査把握していないが、特に国民年金 3 号被保険者の負担は、極めて大きくなることか

ら、賛成するとは考えられない。 
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